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（
財
政
金
融
委
員
会
）

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
〇
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
証
券
市
場
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を
確
保
し
、
投
資
者
の
信
頼
が
得
ら
れ
る
市
場
を
確
立
す
る
等
の
観
点
か

ら
、
公
認
会
計
士
監
査
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
監
査
証
明
業
務
と
非
監
査
証
明
業
務
の
同
時
提
供
及
び
公
認
会
計
士

の
継
続
的
監
査
の
制
限
等
公
認
会
計
士
及
び
監
査
法
人
の
独
立
性
の
強
化
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
公
認
会
計
士
の
使
命
及
び
職
責
の
明
確
化

公
認
会
計
士
は
、
監
査
及
び
会
計
の
専
門
家
と
し
て
、
独
立
し
た
立
場
に
お
い
て
、
会
社
等
の
公
正
な
事
業
活
動
、
投
資

者
及
び
債
権
者
の
保
護
等
を
図
り
、
常
に
品
位
を
保
持
し
、
知
識
及
び
技
能
の
修
得
に
努
め
、
公
正
か
つ
誠
実
に
業
務
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
使
命
・
職
責
規
定
を
設
け
る
。

二
、
公
認
会
計
士
試
験
制
度
の
見
直
し
等

１

公
認
会
計
士
試
験
を
短
答
式
試
験
と
論
文
式
試
験
に
よ
る
一
段
階
二
回
の
試
験
と
す
る
。

２

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
学
位
で
内
閣
府
令
に
定
め
る
も
の
を
授
与
さ
れ
た
者
等
に
対
し
て
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短
答
式
試
験
の
科
目
を
一
部
免
除
す
る
。

３

論
文
式
試
験
に
お
い
て
、
科
目
合
格
制
を
採
用
し
、
受
験
し
た
科
目
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
が
相
当
と

認
め
る
成
績
を
得
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
科
目
の
試
験
を
合
格
発
表
の
日
か
ら
二
年
間
免
除
す
る
。

４

公
認
会
計
士
試
験
に
合
格
し
た
者
等
で
あ
っ
て
、
業
務
補
助
等
の
期
間
が
二
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
実
務
補
習
が
修

了
し
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
公
認
会
計
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

５

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
実
務
補
習
団
体
等
は
、
そ
の
受
講
者
が
す
べ
て
の
実
務
補
習
の
課
程
を
終
え
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
当
該
実
務
補
習
の
状
況
を
書
面
で
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
報
告
に

基
づ
き
、
受
講
者
に
つ
い
て
、
実
務
補
習
の
修
了
の
確
認
を
行
う
。

６

新
試
験
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
会
計
士
補
の
資
格
を
廃
止
す
る
。

三
、
公
認
会
計
士
及
び
監
査
法
人
の
被
監
査
会
社
等
か
ら
の
独
立
性
の
強
化

１

公
認
会
計
士
が
、
大
会
社
等
か
ら
非
監
査
証
明
業
務
に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
大
会
社

等
に
対
し
て
監
査
証
明
業
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
。

２

公
認
会
計
士
が
、
七
会
計
期
間
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
継
続
し
て
同
一
の
大
会
社
等
に
対
し
て
監
査
関
連
業
務
を
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行
っ
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
会
計
期
間
、
当
該
大
会
社
等
に
対
し
て
監
査
関
連
業
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
。

３

監
査
法
人
に
関
し
て
も
、
１
及
び
２
と
同
様
の
大
会
社
等
に
係
る
業
務
の
制
限
の
特
例
を
設
け
る
。

４

公
認
会
計
士
は
、
会
社
等
に
対
し
て
監
査
証
明
業
務
を
行
っ
た
会
計
期
間
の
翌
会
計
期
間
終
了
ま
で
の
間
は
、
当
該
会

社
等
の
役
員
等
に
就
い
て
は
な
ら
な
い
。

５

監
査
法
人
の
関
与
社
員
に
関
し
て
も
、
４
と
同
様
の
就
職
の
制
限
を
設
け
る
。

四
、
監
査
法
人
の
社
員
の
責
任
の
限
定
等

１

特
定
の
証
明
に
つ
い
て
、
業
務
を
担
当
す
る
社
員
を
指
定
す
る
指
定
社
員
制
度
を
導
入
し
、
指
定
さ
れ
た
証
明
に
関
し

被
監
査
会
社
等
に
対
し
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
監
査
法
人
の
債
務
を
そ
の
監
査
法
人
の
財
産
を
も
っ
て
完
済
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
指
定
社
員
の
み
が
無
限
連
帯
責
任
を
負
う
。

２

監
査
法
人
の
設
立
、
解
散
、
合
併
及
び
定
款
変
更
の
手
続
を
認
可
制
か
ら
届
出
制
へ
変
更
す
る
。

五
、
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
へ
の
改
組

１

公
認
会
計
士
審
査
会
の
名
称
を
「
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
」
に
改
め
る
。
同
審
査
会
は
会
長
及
び
委
員
九
名
以
内

で
組
織
さ
れ
、
会
長
を
常
勤
と
し
、
委
員
の
う
ち
一
名
を
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
審
査
会
に
事
務
局
を
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設
置
す
る
。

２

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
は
、
公
認
会
計
士
等
、
監
査
法
人
及
び
日
本
公
認
会
計
士
協
会
に
対
す
る
検
査
の
結
果
に

基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
者
の
監
査
証
明
業
務
又
は
事
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
行
う
べ
き
行
政
処
分
等
を
内
閣
総

理
大
臣
に
勧
告
で
き
る
。

六
、
公
認
会
計
士
及
び
監
査
法
人
に
対
す
る
監
視
監
督
機
能
の
充
実
・
強
化

１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
監
査
証
明
業
務
に
関
し
、
公

認
会
計
士
、
監
査
法
人
等
に
対
し
立
入
検
査
が
で
き
る
。

２

日
本
公
認
会
計
士
協
会
は
、
会
員
が
行
う
監
査
証
明
業
務
の
状
況
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
定

期
的
に
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。


